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第２次野田市障がい者基本計画（改訂版）（素案）及び第４期野田市障がい福祉計画（素案）

に対する意見募集の結果について

パブリック・コメント手続によって寄せられた意見と市の考え方は、次のとおりです。

１ 政策等の題名

第２次野田市障がい者基本計画（改訂版）（素案）及び第４期野田市

障がい福祉計画（素案）

２ 意見の募集期間

平成２７年１月１９日（月）から平成２７年２月１７日（火）まで

３ 意見の募集結果

①提出者数・意見数 ２人 ７件

②提出方法 直接持参 ０人 ０件

郵送 ０人 ０件

ＦＡＸ １人 ６件

Ｅメール １人 １件

③政策等に反映した意見 ４件

４ 意見の概要と市の考え方（案）

（1）第２次野田市障がい者基本計画（改訂版）

№ 意見の概要 市の考え方（案） 案の修正

第１章 総論

１ １ 計画策定の背景と趣旨

Ｐ１

（１）国・県の対応

「一部平成26年4月施行、障がい

者の範囲へ難病患者の追加、重度訪

問介護者の拡大、共同生活介護の共

同生活援助者の一元化などの制度

改正が行われました。」を追加して

はどうか。

障害者総合支援法の施行は、平成

25年4月1日と平成26年4月1日の段階

的施行となっていることから、次の

とおり修正いたします。

【素案】「障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律

(以下、「障害者総合支援法」とい

う。)」が制定され、平成25年4月に

施行されました。

↓

【修正案】「障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法

律」が平成24年6月に成立し（平成25

年4月施行、一部平成26年4月施行）、

障害福祉サービス等の対象となる障

がい者の範囲に難病等が加えられる

修正有り
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№ 意見の概要 市の考え方（案） 案の修正

など、見直しが図られました。

２ Ｐ２

（３）計画策定の趣旨

「より一層のバリアフリーが求め

られています。」を「社会的、物理

的なバリア（障壁）のない地域社会

が求められています。」にしてはど

うか。

野田市が推進している「バリアフ

リー」は、社会全体でのバリアフリ

ー化を推進するという趣旨であるた

め、物理的（ハード面）、社会的、心

理的障壁を含むものです。

したがって、素案の修正は行いま

せん。

修正無し

第２章 障がい者等をとりまく現状

３ １ 野田市の概要

Ｐ１３

（３）精神障がい者

自立支援医療（精神通院医療）で

は受給者及び入院患者数の推移を

千葉県障害者計画では表記してい

るのですから、野田市も表記して状

況がよりわかるのではないか。

ご意見の障がい者等の状況につい

ては、３障がいに共通する手帳所持

者の指標を用い現状を分析している

ものです。

したがって、素案の修正は行いま

せん。

修正無し

４ Ｐ１４

（４）難病患者

障害者総合支援法の施行を受け、

平成25年度から難病患者（130疾病）

が障害福祉サービス等の対象に追

加されました。と記述してはいかが

ですか。

ご意見の趣旨を踏まえ、次のとお

り修正いたします。

難病患者の現状については、平成

25年度から難病患者が障害福祉サー

ビス等の対象となったこと、平成26 

年通常国会で法改正が成立したこと

に伴い、ご意見の部分について、次

のとおり追加、修正します。

【素案】

＜特定疾患治療研究事業対象疾患一

覧＞

↓

【修正案】③ 障害者総合支援法の対

象となる難病等※

平成25 年4 月から施行された障

害者総合支援法では、「制度の谷間」

のない支援を提供する観点から、難

病等が障害福祉サービス等の対象と

なり、その後、平成26 年通常国会で

「難病の患者に対する医療等に関す

る法律」及び「児童福祉法の一部を

改正する法律」が成立（施行はいず

修正有り
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№ 意見の概要 市の考え方（案） 案の修正

れも平成27 年1 月）したことに伴

い、障害者総合支援法の対象となる

難病等の範囲についても検討が行わ

れ、平成27年１月に対象となる疾患

の数が151となりました。

※障害者総合支援法施行令第１条に

基づき厚生労働大臣が定める特殊の

疾病

＜障害者総合支援法の対象となる疾

患一覧（平成27年１月現在）＞

第４章 具体的な施策の方向性

５ １ 生活支援

Ｐ３９

（５）人材の育成・確保

市役所の相談センター内に精神

保健福祉士の配置をお願いしたい。

理由として、地域移行などがいろい

ろと話されている中で、精神障害者

が地域で暮らしていくために適切

なサポートが必要であると考えま

す。多職種（ＡＣＴ）のサポートが

必要であり、地域生活の前にサポー

トが必要なのではないかと考える。

どことも福祉サービスが繋がって

いない障害者に対してサービスを

受けてもらう、どこかにつなげるこ

とで、入院→長期入院になってしま

わないようにしていくことが大切

かと考えます。

精神障害者への支援で可能な限り

地域において行うための社会資源の

整備が必要であると認識していま

す。

施策の方針に「相談支援事業の機

能強化をはかるため、社会福祉士、

精神保健福祉士をはじめとした社会

福祉の専門的相談、支援等に従事す

る者の確保に努めるとともに、専門

的な技術や知識の向上を図るため研

修に参加します。」と明記しておりま

す。

したがって、素案の修正は行いま

せん。

修正無し

６ ２ 保健・医療

Ｐ４９

（４）難病に関する施策の推進（新

規）

【事業、施策等の現状】

「平成25年4月より難病患者等も

障害者に含まれることになったた

め、障害福祉サービス、日常生活用

具支給されるようになりました。」

と記述したらいかがですか。

ご意見の趣旨を踏まえ、次のとお

り追加いたします。

【修正案】（事業、施策等の現状）

難病患者等については、障害福祉

サービスの対象となり、平成27年1月

1日には151疾患が対象になり、今後、

最終的な対象疾患が決定される見込

みです。

修正有り
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（2）第４期野田市障がい福祉計画

提出者 意見の概要 市の考え方（案） 案の修正

Ⅳ 障害福祉サービス等の見込み

７ １ 指定障害福祉サービス

Ｐ１１

（１）訪問系サービス

②サービス見込み量の算出の考

え方

「今後の難病患者等の対象者拡

大に伴い、居宅介護のサービス利用

の増加が予想されます。」と明記し

て、サービスの見込み量を増加して

はどうか。

障害福祉サービスへの難病患者等

の対象者拡大に伴い、福祉サービス

の利用見込量については、現在の難

病患者等の利用実績に基づき積算し

ていることから、見込量については

見直しを行いませんが、算出の考え

方に、記載していなかったことから、

次のとおり追加します。

【素案】②サービス見込量の算出の

考え方

今後、施設入所や入院から地域生活

への移行が進むにつれて、これらの

サービスを必要とする方が増加する

と見込まれますが、（略）」

↓

【修正案】今後、施設入所や入院か

ら地域生活への移行が進むととも

に、また、難病患者等の障害福祉サ

ービスの利用を見込み、これらのサ

ービスを必要とする方が増加すると

考えられ、（略）。

修正有り



